
⼀般社団法⼈⽇本⼝蓋裂学会 
学術調査委員会活動の⽬的 

 
（主たる役割） 
⽇本における⼝唇裂・⼝蓋裂の治療・予防に関する学術の向上を⽬的として、⼀般社団法⼈⽇
本⼝蓋裂学会もしくは同会員が実施する学術調査の企画、実動、分析、情報発信、⽀援などを
⾏う。 
（活動内容） 
（1）⼀般社団法⼈⽇本⼝蓋裂学会もしくは同会員が実施する学術調査の企画を⾏う。 
（2）⼀般社団法⼈⽇本⼝蓋裂学会が実施する学術調査の実動を担い、分析、情報発信などを実

施する。 
（3）⼀般社団法⼈⽇本⼝蓋裂学会もしくは同会員が実施する学術調査の⽀援を⾏う。 
 
 

⼀般社団法⼈⽇本⼝蓋裂学会 
学術調査委員会規則 

 
（設置） 
第１条 ⽇本における⼝唇裂・⼝蓋裂の治療・予防に関する学術の向上を⽬的として、⼀般社団

法⼈⽇本⼝蓋裂学会もしくは同会員が実施する学術調査の企画、実動、分析、情報発信、⽀
援などを⾏う学術調査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 
第２条 委員会は次に揚げる委員をもって構成する。 
（1）委員⻑１名（理事⻑がこれを指名する） 
（2）副委員⻑１名（委員⻑がこれを指名する） 
（3）その他委員⻑が指名したもの 
（4）委員の総数は８名以上とし、⼝腔外科領域、形成外科領域、矯正⻭科領域、⾔語治療領域

からのそれぞれ２名ずつを原則とする。 
（任期等） 
第３条 前条各号に規定する委員は、理事⻑がこれを委嘱する。 
２ 前条各号に規定する委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
３ 前条各号に規定する委員に⽋員が⽣じた場合の補⽋委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 
４ 前条各号に規定する委員に⽋員が⽣じない場合でも、委員⻑の判断により理事⻑の承認を

得て委員を追加することができる。その場合には、前条各号で規定する委員の残任期間とす
る。 



（業務） 
第４条 委員会は次に掲げる事項を審議する。 
（1）学術調査の企画、実動、分析、情報発信、⽀援に関わる事項 
（2）その他、理事⻑あるいは理事会からの諮問事項 
（会議） 
第５条 委員会は、委員の過半数により成⽴する。 
２ 委員⻑は委員会を招集し、その議⻑となる。 
３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議⻑の決するところによる。 
４ 委員会の開催回数は定めず、必要に応じて開催する。 
５ 委員会には幹事を置くことができるが、議事の可否権は有しない。 
（委員以外の者の出席） 
第６条 委員⻑が必要と認めた時は、委員以外の者の出席を求め、意⾒を聞くことができる。 
（規則の改正） 
第７条 この規則の改正は、委員の発議をもって⾏い、過半数の賛成をもって議決する。 
第８条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 
（附則） 
この規則は、令和 7 年 3 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 


